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防 衛 施 設 の 建 設 工 事 に 係 る 発 注 者 支 援 業 務 の 在 り 方 に 関 す る 調 査 研 究 (要 旨 )  

          

防衛施設の建設工事に関連する事業の執行環境は、一般競争の全面的な実施及

び公共事業の大幅な削減などによる、競争の激化、低価格での落札、入札不調の

続発など、事業量の減尐に反比例するように、飛躍的に厳しさを増し、防衛施設

の建設の円滑かつ確実な事業執行と、その品質の確保を図っていくためには、こ

れ ま で の 事 務 執 行 に 対 す る 考 え 方 を 根 本 的 に 変 え な け れ ば な ら な い 状 況 に な っ

ていると考えられる。  

こ の調査研究においては、このような厳しい建設工事の執行環境を踏まえ、官

の発注者としての責任を明確にすると共に、公共工事の品質確保の促進に関する

法律（以下「品確法」という。）第１５条に規定する発注者支援業務（発注者が、

自ら発注関係事務を適切に実施することが困難であると認めるとき、発注関係事

務の全部又は一部を行うことができる者の能力を活用し、その業務の実施を委 託

すること）について、課題を整理し、今後の在り方についていくつかの提言をし

たいと考えている。  

 

§１  建設工事実施上の課題  

  

 建設工事に関連する業務において、取り組まなければならない課題を、公共工

事を取り巻く社会、業界等の外的要因と、発注者としての防衛省の内的要因に区

分して挙げると以下のものが考えられる。  

 

(1 ) 外的な要因  

  ①  公共工事の削減などの影響による過当競争の影響により、契約条項のよ

り厳格な適用（これまでのどちらかというと発注者有利の運用には限界）

により、正確な設計の実施、厳格な監督検査 の実施などが 不可 欠 とな る。 

  ②  工事の専門化、分業化などの影響により、現場代理人等の総合的な技術

的事項の処理能力の低下（下請任せなど）があり、設計意図が作業現場ま

で伝わりにくい構造となっている。  

  ③  土木、建築等の公共工事関連業界の将来性が見通せない状況から、大学

などで優秀な学生の確保が難しくなっており、また、団塊の世代のリタイ

アなどもあり、建設コンサルタント、施工業者共に技術的なレベルの低下

が顕著なこと。  

  ④  建設コンサルタント及び施工業者共に、利益優先の受注を目指すことが

考えられ、利益の薄い 工事の受注を控える傾向が出てくるものと考えられ

る。これまで、発注者が受注者を選択してきたが、これからは発注者が選

択される時代になっているとの認識が必要である。  

(2 ) 発注者としての要因  

  ①  防衛施設の建設は、8 つの地方防衛局で実施されるが、広範な技術分野
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を、限られた人員で処理しなければならず、所要の質と量の要員を確保す

ることは、困難である。  

  ②  建設工事を担当する職員は、２～３年毎の異動を強いられており、一つ

の事業が完結するまで担当することは稀であり、その意味で当該事業に対

する責任や意欲が希薄にな ることが考えられる。また、地域に精通する職

員の確保が非常に困難な状況となっている。  

  ③  工事の実施等に関する行政的事務が増大し、技術的に検討する時間を圧

迫し、結果としてコンサルタント等への依存が大きくなり、職員が技術的

な業務を実地に経験する時間が圧縮され、技術力の低下を招いている。  

  ④  慢 性 的 な 人 員 不 足 の 中 に 、 飛 躍 的 な 行 政 事 務 の 増 加 等 が 、 監 督 官 等 の

個々の職員の負担増となっており、監督官が過大な責任を負いながら業務

が処理されて いる可能性がある。  

 

§２  発注者責任と検討課題  

 

１  発 注者責任とは  

  公共工事の品質確保の促進に関する法律（以下「品法」という。）の 第３条

の基本理念において、  

  「公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活

動 の 基 盤 と な る 社 会 資 本 を 整 備 す る も の と し て 、 社 会 経 済 上 重 要 な 意 義 を 有

す る こ と に 鑑 み 、 国 及 び 地 方 公 共 団 体 並 び に 公 共 工 事 の 発 注 者 及 び 受 注 者 が

そ れ ぞ れ の 役 割 を 果 た す こ と に よ り 、 現 在 及 び 将 来 の 国 民 の た め に 確 保 さ れ

なければならない。」 とされ、同法第６条に発注者の責務として、  

   「 公 共 工 事 の 発 注 者 （ 以 下 「 発 注 者 」 と い う 。） は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、

その発注に係る公共工事の品質が確保されるよう、仕様書及び設計書の作成、

予 定 価 格 の 作 成 、 入 札 及 び 契 約 の 方 法 の 選 択 、 契 約 相 手 方 の 決 定 、 工 事 の 監

督 及 び 検 査 並 び に 工 事 中 及 び 完 成 時 の 施 工 状 況 の 確 認 及 び 評 価 そ の 他 の 事 務

（以下「発注関係事務」という。）を適切に実施しなければならない。」  

 とされ、発注者責任を明確にしている。  

 

２  発注者責任の在り方  

 (1) 安心、安全且つ効率的な防衛基盤としての防衛施設を整備する責任。  

   発注者は、防衛力整備計画等に基づき、安心、安全且つ効率的な防衛基盤

たる防衛施設を適正な価格で整備・維持 するため、調査、計画、設計、施工、

維 持 管 理 の す べ て の 段 階 、 す な わ ち 建 設 生 産 シ ス テ ム 全 般 を 俯 瞰 し つ つ 、

各々の仕組みを常に改善する必要がある。  

 (2) 価格と品質が総合的に優れたものを、タイムリーに調達し継続的に提供

する責任  

  発注者は、部隊等（最終的には国民）に対して、透明性の高い競争を通じ
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て、価格と品質が総合的に優れた工事等の調達を実施することで、最も価値

のある防衛施設を提供する責任がある。  

   また、建設業界の健全な発展なくして良質な社会資本整備は有り得ないこ

とから、企業の技術・品質の向上や経営の安 定への努力を適切に評価し、工

事等の競争参加機会に適切に反映させることで、技術と経営に優れた企業を

育成し、建設業界の健全性を確保することにより、継続的かつ中・長期的な

工事等の品質の確保を図る責任がある。  

 (3)  発 注 者 と 受 注 者 が そ れ ぞ れ 工 事 等 の 品 質 確 保 に 責 任 を 持 つ 仕 組 み を 構

築・維持する責任  

発注者は、受注者に対して契約上（契約条件の適切な設定、書面による適

切な指示、適切な支払い等）の責任がある。また、発注者は、工事等におい

て適時・適切に検査を行うことにより、品質を確認する必要がある。  

   一方、受注者は、契約内容を適正に履行し、公共工事等の品質を確保（適

切な品質管理、出来形管理等）する責任とともに、法令遵守、工事中の周辺

環境への配慮、下請企業への適切な支払い、談合その他の不正行為の根絶等

の社会的責任がある。  

   発注者は、両者がそれぞれの立場から工事等の品質確保に責任を持つ仕組

みを構築・維持する責任がある。  

 

３  具体的な検討課題  

 

循 環 の 種 類  具 体 的 な 検 討 課 題  

小 循 環  

個 々 の 工 事 等 に お い

て 品 質 の 高 い 成 果 が

確 実 に 得 ら れ る 仕 組

み  

○ 施 工 プ ロ セ ス を 通 じ た 検 査 へ の 転 換  

○ 現 場 の 問 題 発 生 に 対 す る 迅 速 な 対 応  

○ 適 切 な ペ ナ ル テ ィ の 検 討  

○ 人 材 の 育 成 、 技 術 力 の 継 承  

○ 発 注 者 支 援 の 仕 組 み づ く り  

○ 設 計 照 査 制 度 の 導 入 等 適 切 な 品 質 管 理 プ ロ

セ ス の 確 立  

○ 設 計 技 術 者 資 格 要 件 の 検 討  

中 循 環  

企 業 の 実 績 や 努 力 が

受 注 者 に 適 切 に 反 映

さ れ る 仕 組 み  

○ 多 面 的 で 適 正 な 企 業 ・ 技 術 者 等 評 価 の 実 施  

○ 企 業 の 技 術 力 を 重 視 し た 格 付 制 度 の 導 入 、入

札 参 加 要 件 の 設 定  

○ 総 合 評 価 方 式 の 充 実  

○ 下 請 企 業 （ 専 門 工 事 業 者 ） を 重 視 し た 調 達  

○ 計 画 ・ 基 本 設 計 に お け る 技 術 的 検 討 の 重 視  

○ 設 計 と 施 工 の 役 割 分 担 の 見 直 し  

○ 積 算 手 法 の 見 直 し  

○ 支 払 制 度 ・ 瑕 疵 担 保 の 見 直 し  

○ 総 価 契 約 単 価 合 意 方 式 の 活 用  

大 循 環  

建 設 生 産 シ ス テ ム 全

体 を 通 じ て 各 段 階 の

経 験 が 着 実 に 次 の 段

階 へ 引 き 継 が れ 、 か

つ 上 流 段 階 に 還 流 さ

れ る 仕 組 み  

○ 設 計 思 想 等 の 伝 達 ・ 共 有  

○ 各 段 階 に お け る 経 験 ・ 知 見 の 還 流  

○ 大 循 環 を 支 え る 仕 組 み  

○ 建 設 生 産 シ ス テ ム 全 体 に 係 る Ｐ Ｄ Ｃ A サ イ

ク ル の 構 築  

○ 人 材 の 育 成 、 技 術 力 の 継 承  

○ 技 術 開 発 の 促 進  
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§３  発注者支援業務の概要  

１  具体的な検討課題と発注者支援業務  

  前項の発注者責任に係る検討課題に対して、民間の技術力、人材を活用する

ことができるものとしては、以下のようなものが考えられる。  

 ( 1 )  

検 討 課 題  ○ 施 工 プ ロ セ ス を 通 じ た 検 査 へ の 転 換  

○ 現 場 の 問 題 発 生 に 対 す る 迅 速 な 対 応  

＜ 支 援 業 務 等 ＞  

 施 工 監 理 業 務 等（ 仕 様 書 等 に 定 め ら れ た 監 督 官 の 業 務 を 補 助 、及 び 複 数 の 工

事 の 工 程 や 設 計 、 地 元 対 応 業 務 な ど を 補 助 ）   

 

 ( 2 )  

検 討 課 題  ○ 人 材 の 育 成 、 技 術 力 の 継 承  

○ 各 段 階 に お け る 経 験 ・ 知 見 の 還 流  

<支 援 業 務 等 ＞  

 防 衛 省 に お い て 建 設 工 事 に 従 事 し た 職 員 、防 衛 省 発 注 工 事 の 実 施 経 験 の 豊 富

な 職 員 な ど を 活 用 す る た め の 体 制 。  

 

 ( 3 )  

検 討 課 題  ○ 発 注 者 支 援 の 仕 組 み づ く り  

＜ 支 援 業 務 等 ＞  

 発 注 者 の 技 術 力 を 補 完（ 発 注 者・設 計 者 及 び 施 工 者 に よ る 3 者 会 合 、設 計 Ｖ

Ｅ 制 度 、 Ｃ Ｍ 方 式 な ど ） す る 制 度  

 発 注 者 支 援 業 務 を 行 う こ と が で き る 技 術 者 の 認 定 制 度 な ど  

 

( 4 )  

検 討 課 題  ○ 設 計 照 査 制 度 の 導 入 等 適 切 な 品 質 管 理 プ ロ セ ス の 確 立  

＜ 支 援 業 務 等 ＞  

 第 ３ 者 に よ る 設 計 の 照 査 制 度 な ど  

  

( 5 )  

検 討 課 題  

 

○ 総 合 評 価 方 式 の 充 実  

○ 多 面 的 で 適 正 な 企 業 ・ 技 術 者 等 評 価 の 実 施  

＜ 支 援 業 務 等 ＞  

 総 合 評 価 技 術 資 料 の 審 査 な ど  

  

( 6 )  

検 討 課 題  ○ 設 計 と 施 工 の 役 割 分 担 の 見 直 し  

<支 援 業 務 等 ＞  

 設 計 と 施 工 の 一 括 発 注 方 式 の 導 入 な ど  
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( 7）  

 

２  発 注 者 支 援 業 務 の 課 題  

防 衛省における建設工事関連業務については、慢性的な要員不足等もあり、

これまで施工監理など多様な面で民間活用が図られてきた経緯があるが、その

主たる目的が「職員の負担軽減」であったことから、職員の負担の軽減になっ

ているか否かという観点からのみで、業務の評価が行われてきた。勿論、民間

委託による業務の効率化という観点は重要なことであるが、業務の民間委託に

よる工事の品質確保、発注者としての請負者等関係者に対する責任、職員の技

術力の研鑽、人材の育成等の観点からも評価を行う必要があるものと考えられ

る 。  

  このような観点も含めると、支援業務の実施上の課題として次のようなもの

があげられるものと考えられる。  

  (1 ) 業 務に おけ る 権限 と責 任が 明確 に なり 、双 方の 担当 者 がこ れを 良く理

解し実施すること  

  (2 ) 防 衛省 の担 当 技術 者の 育成 等の 観 点を 考慮 した 確立 さ れた 支援 業務実

施の体制・制度の下で実施されること  

  (3 ) 担 当す る技 術 者が 防衛 省の 建設 工 事に 係る 体制 、制 度 を熟 知し ている

こと  

  (4 ) 支 援業 務の 発 注に 当た って は、 業 務実 施に 要求 され る 技術 力等 を踏ま

え、担当技術者の業務処理能力等を適切に評価して、受託業者を決定でき

ること  

  (5 ) 支援業務の実施による建設関連業務への効果について、業務の効率化、

品質の確保、職員の教育、支援業務の基盤等の観点からの評価を実施し、

改善等が図られるものであること。  

 

§４  発注者支援業務の今後の在り方（提言）  

 

１  発注者支援業務実施の基本方針  

建設工事 関連業務において、発注者責任を適切に履行するための 発注者支援業

務 を、計画し実施する際に考慮すべき 基本方針として以下のものが考えられる。 

  (1 ) 防 衛省の建 設工事 の実 施体制の 中で、 技術 者 (In  House)の役割 を明 確

にした上で、民間委託に よる支援業務の項目、内容等を選定すること。  

  (2 ) 支 援業 務を 担 当す る民 間技 術者 等 を教 育・ 育成 する シ ステ ム が 整備さ

検 討

課 題  

○ 設 計 思 想 等 の 伝 達 ・ 共 有  

○ 各 段 階 に お け る 経 験 ・ 知 見 の 還 流  

<支 援 業 務 等 ＞  

 発 注 者 、 設 計 者 、 施 工 者 に よ る ３ 者 会 談 の 実 施 な ど  
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れること。  

  (3 ) 支 援業 務（ 受 託者 ）担 当技 術者 の 権限 と責 任を 契約 書 、仕 様書 等で明

確にし、これを防衛省職員及び担当技術者に周知させること  

  (4 ) 支 援業 務全 体 及び 個々 の支 援業 務 につ いて 、建 設業 務 への 効果 を適切

に評価し、その結果を業務に反映し、改善等が図られること。  

  (5 ) 上記のようなことを総合した制度の下で支援業務が実施されること。  

  (6 ) 防 衛省 の建 設 工事 の地 方に 分散 し 、 多 種多 様な 工事 で ある こと などの

特徴を考慮した支援業務の柔軟な実施体制とすること。  

 

２  発注者支援業務の選択基準  

    防衛省における建設部門の役割を踏まえ、支援の対象業務の選定においては

以下のことがらに十分配慮する必要がある。  

(1 ) Iｎ  House  機関として、ユーザーとの調整業務は、極力発注者自ら行

う こと  

  (2 ) 発 注者 の意 思 表示 に係 るこ と（ 設 計の 変更 、金 額の 変 更な ど） は、発

注者の権限と責任において実施すること  

  (3 ) 業 務の 基盤 強 化の ため 必要 とな る 若年 者の 教育 、職 員 のマ ネジ メント

力の強化 等に関する業務は、職員に必要な経験を積む機会 を与 え るこ と。 

  (4 ) (1 )～ (3 )の考え方に基づき、対象業務の選定・実施は計画的に行なわれ

ること  

  個々の支援業務に対する採用の考え方を下表のとおり整理してみた。  

 

  支 援 業 務  採 用 の 考 え 方  

施 工 監 理 業 務   現 在 の 監 督 員 の 配 置 の 現 状 等 を 考 慮 す る と 、工 事 の 適 正 な 実 施 の

観 点 か ら も 、全 て の 工 事 に お い て 採 用 さ れ る 必 要 が あ る と 考 え ら れ

る が 、職 員 の 教 育 ・ 研 修 等 の 観 点 か ら は 、監 督 官 と し て 経 験 を 踏 む

べ き 業 務 で あ る と 考 え ら れ る こ と か ら 、大 規 模 工 事 等 で 複 数 の 監 督

官 が 配 置 さ れ る 場 合 な ど に は 、施 工 監 理 業 務 の な い 監 督 業 務 を 経 験

さ せ る よ う 配 慮 す る 必 要 が あ る 。  

防 衛 施 設 整 備 監

理 業 務  

( 発 注 者 支 援 型

C M を 含 む )  

大 規 模 な 工 事 現 場 、特 に 工 程 管 理 が 重 要 な 現 場 、特 に 環 境 等 に 配 慮

す る 必 要 の あ る 現 場 、特 に 困 難 な 技 術 的 課 題 等 を 有 す る 現 場 な ど に

お い て 発 注 者 の 立 場 を 踏 ま え た 調 整 等 が 必 要 な 業 務 を 処 理 す る 。こ

れ ら の 業 務 は 、中 堅 ク ラ ス の 職 員（ 係 長 ～ 補 佐 ）も 経 験 さ せ る 必 要

が あ り 、当 該 業 務 の 監 督 業 務 等 を 通 じ て マ ネ ジ メ ン ト 力 を 要 請 す る

な ど の 配 慮 を す る と 効 果 的 と 考 え る 。  

技 術 資 料 審 査 業

務  

 一 般 競 争（ 総 合 評 価 型 ）等 の 技 術 資 料 の 審 査 等 の 業 務 で あ り 、全

て の 業 務 を 対 象 と し て も よ い が 、支 援 業 務 に よ り 作 成 し た 審 査 資 料

に 基 づ く 最 終 的 な 合 否 の 判 定 は 当 然 の こ と と し て 、官 側 で 行 わ れ る

も の で あ る 。  
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３  分散、小規模業務への対応  

  防衛省の業務は、いわゆる多品種・尐量の業務であり、これ の民間委託を検

討しても、非効率で割高になると共に、受託者をなかなか確保できない事態も

考えなければならない。  

  しかしながら、防衛省における建設工事の実施体制を踏まえれば、発注者と

しての責任を果たし、施設の品質を確保すると共に、契約に基づく受注者に対

する業務を適切に実施するためには、民間の力を活用することが不可欠な場合

も生じるものと考えられる。  

  このような場合の対応としては、次のようなものが考えられる。  

  (1 ) 可 能 な業務 に つい ては 、局 単位 、 ある いは 全国 規模 で 業務 をま とめて

処理すること  

    例えば、技術資料の審査業務については、この業務を実施する「契約セ

ンター」の設置・運営業務を複数年契約で締結し、全国の契約業務を一括

処理すること、また、施工監理業務等については、地方局内での幾つかの

事業をまとめて業務処理することなどが考えられる。  

  (2 ) 専 門性 は高 い が、 短期 間且 つ小 規 模な 業務 等に つい て は、 アド バイザ

ー制度などに基づく、個人的な支援を得られる体制を構築する。  

 

４  発 注者支援業務の基盤の整備  

  支援業務を適切に実施し、支援業務が真に 実効あるものとするためには、支

援業務の担当技術者が、各工事等に関連する技術力は勿論のこと、防衛省にお

支 援 業 務  採 用 の 考 え 方  

C M 方 式  

（ ピ ュ ア C M）  

 設 計 及 び 発 注 段 階 か ら の マ ネ ジ メ ン ト 業 務 は 、 我 が 国 に お け る

官 発 注 の 事 業 で は 殆 ど 例 が な い も の と 考 え ら れ る が 、 特 に 大 規 模

で 高 度 な 技 術 力 を 要 す る も の な ど 、 民 間 の 技 術 力 を 活 用 す る こ と

が 適 当 な 場 合 も 考 え ら れ る の で 、 官 と 民 の 役 割 な ど を 明 確 に す る

こ と な ど 、 採 用 に 向 け た 具 体 的 な 検 討 も 必 要 と 考 え ら れ る 。  

積 算 支 援 業 務   防 衛 省 に お い て は 、 数 量 祖 集 計 等 の 業 務 を 除 い て 官 側 で 実 施 さ

れ て い る 。 防 衛 省 の 建 設 工 事 は 多 種 多 様 で あ る が 、 一 つ 一 つ の 件

数 は 尐 な く 、 ま た 地 域 性 も あ る こ と な ど か ら 、 業 務 の 実 施 に 当 た

っ て は 、 広 範 な 設 計 ・ 積 算 及 び 施 工 方 法 等 に 関 す る 知 見 が 求 め ら

れ る こ と か ら 、 支 援 業 務 の 実 施 範 囲 や 必 要 な 技 術 力 等 を 検 討 の う

え 、 採 用 の 可 否 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。  

設 計 照 査 業 務   設 計 上 の ミ ス を 防 ぐ こ と は 、 工 事 の 品 質 確 保 の 上 か ら は 極 め て

重 要 で あ り 、 官 側 及 び 設 計 受 託 者 で 十 分 な 対 応 が と ら れ て い な い

場 合 、 第 三 者 に よ る 照 査 を 行 う こ と は 有 効 と 考 え る が 、 照 査 業 務

の 責 任 分 担 の 問 題 点 も あ り 、 実 施 方 法 （ 設 計 仕 様 書 で 第 三 者 の 照

査 を 義 務 付 け る こ と な ど ） を 含 め た 採 用 に 向 け た 検 討 が 不 可 欠 で

あ る 。  
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ける建設工事の実施体制、実施手続、設計基準及び仕様書等について、熟知し

た上で業務を行うことが不可欠であり、担当技術者への教育・研修が不可欠で

あ る。  

  このことを実行するための具体策としては以下の方策が考えられる。  

(1 )  防衛省の 建設工事に関する講習会等を定期的に開催し、その周知を図る

こと  

( 2 )  防衛省の建設工事の経験年数など一定の要件を満たす技術者のネットワ

ーク等を構築し、人材の確保・活用を図ること 。  

（「 防 衛 施 設 建 設 技 術 者 ネ ッ ト ワ ー ク 」 参 照 ）。  

 

５  発 注者支援業務における権限と責任の明確化  

   防衛省において実績のある施工監理業務等においても、受託者の権限と責任

は必ずしも明確にはなっていないと考えられる。このことは、これらの業務が、

本 来 発 注 者 が 行 う べ き も の と の 発 想 か ら 仕 様 書 等 が 作 ら れ て い る こ と も 影 響

しているものと考えられるが、支援 業務を制度の中に組み込むことによって、

その責任と権限を明確にする必要がある。  

   

６  発 注者支援業務の評価制度の整備  

   発注者支援業務が、発注関係事務の効率化や、発注者としての評価の向上に

繋がっているか否か等に関する評価を実施し、この結果を当該業務の改善に資

するため、以下の事項を考慮した評価制度を整備する必要があるものと考える。 

  (1 ) 発 注者 支援 業 務の 評価 は、 担当 職 員、 建設 コン サル タ ント 、工 事施工

者及び学識経験者等からなる第三者委員会等（以下「発注者支援業務評

価委員会（仮称）」という。）の場で実 施するものであること。  

  (2 ) 発注者支援業務評価委員会（仮称）は、発注者支援業務全般を評価し、

改善施策の提案、実施状況のモニタリング等を行う、いわゆる PDCA サ

イクルの担い手となること。  

  (3 ) 発注 者支援 業 務の 評価 にお いて は 、定 期的 に関 係者 に 対す るア ンケー

ト調査（案を添付）などを実施し、発注者支援業務全般の状況を把握し

て実施するものとする。  

 

７  発 注者支援業務制度の整備  

   これまで防衛省においては、施工監理業務等は、事業量の増加等による職員

への負担軽減の観点から、個々にその業務内容等が検討 されてきたが、現状の

建設部門の実施体制を踏まえ、発注者責任を適切に果たし、その基盤を確固と

したものにするとの観点から、その制度を整備することが不可欠になっている

と考えられる。  

  この制度に記載すべき事項としては、次のものが考えられる。  
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①  発注者責任  

②  発注者支援業務の目的（期待する効果）  

③  発注者支援業務採用の基本方針  

④  個々の発注者 支援業務の採用基準  

⑤  発注者支援業務の権限と責任  

⑥  発注者支援業務担当技術者の登録・研修に関すること  

⑦  発注者支援業務の評価に関すること  

⑧  発注者支援業務評価委員会（仮称）に関すること  

⑨  その他必要な事項  

 

 


